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合　併パブリックコメント

市は、景観づくりを進めるため、１月15日から
景観法に基づく施策を運用できる「景観行政団体」
になります。先に意見を募集しました景観まちづ
くり計画とあわせて、建築等の行為の届出の手続
きなどを定める景観条例の制定に取り組んでいま
す。この条例の案を１月10日から公表しますので、
みなさんのご意見をお聞かせください。

☆条例の概要

前文
第１章　総則

※目的、基本理念、役割等を定めています
第２章　景観基本計画及び景観計画
第３章　景観計画区域内における行為の制限等
第４章　景観重要建造物及び景観重要樹木
第５章　景観協定
第６章　景観づくり市民団体
第７章　表彰及び助成等
第８章　景観審議会
第９章　雑則
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～歴史や自然の息吹を感じて暮らしていくために～

募集締切
２月８日(金)
〈必着〉

市では、幼稚園と保育園のよさを生かした就学
前教育を行うため「認定こども園（幼保連携型）」
を実施することにしました。みなさんのご意見を
お聞かせください。
☆認定こども園とは
幼稚園と保育園の双方のよさを生かし「就学前

の子どもに一体的な幼児教育・保育」と「地域に
おける子育て支援」を行います。
市では、平成21年度から、「認定こども園（幼

保連携型）」のモデル園として、次の３か所で実施
します。
○あざい認定こども園……あざい幼稚園＋浅井保育園
○びわ認定こども園……びわ幼稚園＋びわ保育園
○六荘認定こども園……六荘幼稚園＋南保育園

☆認定こども園の概要

○対象は０～５歳児です
０～２歳児：保育にかける乳幼児
３～５歳児：短時部(幼児、園区制)

長時部(保育にかける幼児)
○通園方法は現在と変わりません
○保育料は保育園や幼稚園の保育料に準じます
○保育時間は従来の幼稚園・保育園と同じです
○給食を実施します
○３～５歳児は混合クラスでの教育を実施します
○受け入れ体制は、０～２歳児は保育園基準、
３歳児は25人学級、４・５歳児は30人学級を
目標とします（35人学級の場合もあります）

【閲覧場所】子育て支援課、教育指導課、各支所市民福祉課、市ホームページhttp://city.nagahama.shiga.jp
【提出方法】任意の様式に住所・氏名・連絡先電話番号を明記の上、閲覧場所へ直接持参、郵送、FAX、Eﾒｰﾙで
【提出・お問合せ先】〒526-8501  長浜市八幡東町632
長浜市健康福祉部子育て支援課 7X６５１４、FAXW１７６７、Eメールkosodate@city.nagahama.shiga.jp
長浜市教育委員会教育指導課7X６５５１、FAXX４５８６、Eメールkyouiku-shidou@city.nagahama.shiga.jp
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～就学前保育・教育の充実に向けて～

募集締切
１月31日(木)
〈必着〉

詳しくは
ホームページか
閲覧場所で

☆景観づくりは
○将来に受け継がれていく市民共有の財産をつくる
という認識に基づき、まちづくりとして進めてい
くもの

○市・市民・事業者が連携し、適切な役割分担と協
働により進めていくもの

○自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等と
の調和により景観が形成されるものであることに
かんがみ、適正な制限の下に行われなければなら
ないもの

【閲覧場所】都市計画課、市政情報コーナー、市ホ
ームページhttp://city.nagahama.shiga.jp

【提出方法】任意の様式に住所・氏名・連絡先電話
番号を明記し、直接持参・郵送・
FAX・Eメールで

【提出・お問合せ先】
〒526-8501 長浜市高田町12番34号
長浜市都市建設部都市計画課
(7X６５４１、FAXX６５４０、Eﾒｰ
ﾙ toshikei@city.nagahama.shiga.jp)

詳しくは
ホームページか
閲覧場所で

財政指標をグラフで表すと は県内13市平均値
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経常収支比率(％)
※使い道が決まっているお金の割合

家計に例えると、給料などの定
期的な収入に占める食費や光熱水
費といった、常に必要な支出の割
合のことです。率が低いほど収入
に余裕があることになります。市
では80％、町村では75％が健全
ラインといわれています。
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高月町 76.5

湖北町 86.6

西浅井町92.9
木之本町93.4

余呉町 97.0

虎姫町 99.2

長浜市 90.6
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良好

財政力指数
※自分で自分のことができる力

家計に例えると、ごく普通の生
活ができるだけの費用を、どれだ
け自分で稼げるかを示し、数字が
高いほど財政力があります。1.00
を超えると国から地方交付税が交
付されません。
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実質公債費比率(％)
※会計に占める借金の割合
(平成16～18年度の平均値)

家計に例えると、生活費に占め
る給料収入等ではまかないきれな
い費用(借金)の割合を示します。
18％以上になると国の許可が必要
となり、25％を超えると地方債の
発行が制限されます。
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